
 

４５日以内 

から 

協議開始日 

＜発注者＞ ＜受注者＞ 

様式１ 

様式１－１ 

様式２ 

様式３、３－１～３ 

及び関係書類を提出 

様式４、様式５ 

様式６ 

様式５－１金額算定 

翌日 

工期末 

工期の 
２ヶ月 
以上前 

スライド額決定 

第２５条第５項に基づく 

単品スライドの請求 

スライド額協議開始日の通知 協議開始日の通知の受領 

スライド額協議開始日 協議書の通知の受領 

妥当性の確認 

単品スライド実施フロー 

受注者は、様式３、３－１～３及び納品書等を 
確認して頂き、準備する。 

スライド額を確認 

対象数量、搬入月単価などの確認 

受領 

（残工期２月以上ある場合） 

協議開始日 
から 

１４日以内 

単品スライド請求日 

請求後 
７日以内 

単品スライド額に係る 

協議が整わない場合は、 
発注者が定め受注者に通知 

通知による 

協議成立 
協議が成立しなかった場合 

変更契約締結手続 

様式３－４ 

及び証明書類を提出 
受注者は、様式３－４及び証明書類を準備する。 
（実際の購入金額での算定を希望する場合） 

単品スライド額の受領 


